介護予防訪問看護・訪問看護重要事項説明書

医療法人舟山病院米沢訪問看護ステーション

１.　介護予防訪問看護,訪問看護（以下「訪問看護サービス」という。）のお申込からサービス開始まで

訪問看護サービスは、看護師などがご家庭を訪問して、病気や障害のために支援を必要とされる方の看護を行うサービスで、介護保険や医療保険で利用できます。







申し込みについては、主治医又は地域包括支援センター、居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）等にご相談ください。訪問看護サービスを利用する場合は主治医の指示書が必要になります。指示書は訪問看護ステーションに提供されます。　　

２.　事業の目的
　医療法人舟山病院が開設する医療法人舟山病院米沢訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う介護予防訪問看護、訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が介護予防訪問看護、訪問看護(以下「訪問看護サービス」という。)の必要を認めた利用者様に、適正な訪問看護サービスを提供することを目的としています。
３.　運営方針
（１）看護師等は、利用者様の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとと
もに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援させていただきます。
（２）事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努めます。
４.　緊急時における対応方法
　看護師等は、訪問看護サービス実施中に、利用者様の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求めるなどの必要な対応を取らせて頂きます。また、ご家族やケアマネジャー等へ連絡させていただきます。
５.　訪問看護サービスの内容

　・病状の観察・健康管理・服薬管理・療養、看護、介護方法のアドバイス

　・日常生活上の援助（食事・水分・栄養管理、排泄ケア、清潔ケアなど）

　・リハビリテーション・ターミナルケア（介護予防訪問看護は除く）

　・認知症や精神疾患の方の看護・ご家族など介護者様の支援

　・医師の指示による医療処置（点滴、褥瘡、創傷処置など）・カテーテルなど医療機器の管理

　・保健、福祉サービスなどの活用支援
６.　営業日及び営業時間

（１）営業日　：月曜日～金曜日まで

（２）休業日　：土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始（12/30～1/3）

（３）営業時間：月～金曜日　午前８時３０分～午後５時

　　　　　　　

　＊緊急連絡先：２３－４０１２

　　 当事業所は、２４時間いつでも電話連絡がとれる体制を設けております。
７．当事業所の職員体制

	管理者
	１人 （常勤）

	看護職員等
	2.5人以上 （常勤換算）


８．利用料金

（１）別紙利用料金表のとおり。なお、利用者様が支払う額は、利用者様の負担割合証に基づきます。
（２）当事業所は、サービス提供体制強化加算、看護体制強化加算の届出をしています。

（３）訪問看護医療DX情報活用加算の届出をしています。
居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて取得した診療情報等を活用し、質の高い
　　訪問看護を提供できるよう努めます。
９．事業の実施地域

　米沢市・高畠町・川西町

１０．サービス物品等の準備、提供について
（１）サービス提供にあたり弊所が使用する消耗品(オムツ等の介護物品)は、利用者様負担で利用者様　　
　　　が用意するものとします。
（２）サービス提供するにあたり使用する電気、ガス、水道等の費用は利用者様負担となりますので
　　　ご了承願います。

１１．感染対策について
（１）当事業所では、感染予防のため、訪問時に洗面所をお借りして手指洗浄をする場合があります。
（２）感染症蔓延予防の為に、使用した手袋やオムツ、医療物品等は自宅で破棄させていただきます。
（３）感染予防策を実施したとしても、利用者様又はその家族、周囲の方々への感染リスクがあること
　　　を承諾いただいた上でのご利用をお願いします。
（４）感染予防策を講じた上で、利用者様又はその家族、周囲の方々が感染症に罹患し、何かしらの
　　　不利益を被ることになったとしても、当事業所での責任は負いかねます。
１２．虐待防止について
（１）当事業所では、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために虐待の防止に関する責任者を選定
し、虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。
（２）従事者の虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施を定期的に行い、研修を通じて従事者の
　　　人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
１３．身体拘束に関する取組について
　　　当事業所は、利用者様又は他の利用者様等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合
を除き、身体拘束は行いません。また、身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
１４．業務継続に向けた取組について
（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施し、
　　　非常時においても早期の業務再開が行えるよう計画(業務継続計画)を策定します。また、当該業
務継続計画に従って必要な措置を講じます。
（２）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
１５．ご利用にあたってのお願い

（１）訪問到着時間は、他の利用者様の状況や交通事情などにより前後する場合があります。
　　　訪問時刻が当初の予定よりも15分以上前後する場合のみ、電話連絡します。
（２）他の利用者様の様態が急変したなどの場合、訪問時間を急遽変更する場合があります。
（３）以下のことは、利用者様、ご家族ともにお控えください。
　　　喫煙、飲酒、心付け(飲食物、現物、金銭の提供など)
（４）実習、見学を目的とした看護学生や研修生、当事業所の職員等が同行訪問する場合があります。

（５）トラブル発生時は、複数名で訪問させていただくことや、やり取りを録音させていただくなど、
　　　再発防止のための対応を講じます。
（６）社会通念上、職員が身の危険、苦痛を感じる可能性のある、以下のような事柄が発生した際は、
　　　利用契約の解約等の措置を講じます。
　　　・物を投げつける、大声での叱責や威圧的な言動、人格を否定する発言や差別的な言動、施錠を
　　　　する、部屋の出入り口に立ち続ける など
　　　・職員の体を触る、手を握る、腕を引っ張る、必要以上に距離を詰める など
　　　・業務の範囲を超えた過度な要求、長時間にわたる執拗な要望やクレーム など
１６．サービスの内容に関する相談・苦情窓口

　当事業所の訪問看護サービスに関する相談・苦情については、下記のところで承ります。

	電話番号
	　　０２３８－２３－４０１２

	担当者
	　　上野　まゆみ

	受付時間
	営業日の午前９時～午後５時


また、当事業所以外に下記の窓口があります。

	医療法人舟山病院 事務部
	０２３８－２３－４４３５（代）


１７．当事業所の概要

	名称・法人種別
	医療法人　舟山病院

	代表者役職・氏名
	理事長　　鬼満　圭一　

	所在地
	米沢市駅前二丁目４番８号


１８．個人情報の使用について
訪問看護サービスの提供にあたり、保険証(マイナ保険証)や医療受給者証等を確認させていただきます。

安心して訪問看護を受けられるように、個人情報の取り扱いには万全の体制で取り組んでおります。
訪問看護を実施するため、個人情報を下記の目的で利用します。

[当事業所内での利用]
　・提供する訪問看護サービス(計画、報告、連絡、相談等)
　・医療保険、介護保険請求等の事務
　・事故等の報告、連絡、相談
　・看護サービスの質向上(ケア会議、研修等)
　・その他、事業所の管理運営業務
　[他の事業所等への情報提供]
　・主治医の所属する医療機関、連携医療機関との連携
　・居宅介護支援事業所、居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業所との連携、照会への回答
　・家族等介護者への心身の状況説明
　・審査支払機関へのレセプト提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答
　・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
令和　　　年　　　月　　　日
	訪問看護サービスの提供に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づき、重要な事項を説明しました。

	事業者
	所在地
	山形県米沢市駅前二丁目４番８号

	
	名称
	医療法人舟山病院米沢訪問看護ステーション

	
	説明者
	所属

氏名
	医療法人舟山病院米沢訪問看護ステーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


	私は契約書及び本書面により、事業者から訪問看護サービスについての重要事項の説明を受け、同意します。

	利用者
	住所
	

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	代理人
	住所
	

	
	氏名
	㊞
	続柄
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